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原子炉施設保安規定における管理区域 

及び立入禁止区域・立入制限区域の設定 
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25条-別紙 2-1 

 

原子炉施設保安規定において設定する管理区域を第 1図から第 20図に示す。このうち、第 1図か

ら第 7図、第 10図及び第 14図に定める区域を立入禁止区域としている。ただし、第 4図に定める炉

上部ピットについては、原子炉起動から停止 1時間経過までの間に限り立入禁止区域としている（別

添 1参照）。また、第 5図に定める炉上部ピットの上部についても、運転計画書において、炉上部ピ

ットを開放していることを特記した場合の原子炉起動から停止 1時間経過までの間に限り立入禁止

区域とする。また、作業等に伴い管理区域のうち、以下に定める区域が生じた場合は、当該区域を立

入制限区域として設定する。 

 

(1) 外部放射線に係る線量率が、1ミリシーベルト毎時を超える場所 

(2) 放射性物質によって汚染された床等の表面密度が線量告示に定める表面密度限度を超える場所 

(3) 空気中の放射性物質の濃度（１週間平均）が線量告示別表第１第４欄又は別表第２第２欄に

定める空気中の濃度限度の値を超える場所 

(4) 前３号に掲げるほか、施設管理統括者が汚染拡大防止又は被ばく制限をするため、必要があ

ると認めた場所 
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25条-別紙 2-2 

 

 

 

第 1図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（地下 2階） 
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25条-別紙 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（地下中 2階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（地下 1階） 

 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（地下中 1階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（1階） 

 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（中 2階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-8 

 

 

 

 

 

 

 

第 7図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（2階）
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25条-別紙 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8図 原子炉建物・原子炉附属建物における管理区域（クレーン階及び屋上階）
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25条-別紙 2-10 

 

 

 

第 9図 旧廃棄物処理建物における管理区域 
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25条-別紙 2-11 

 

 

 

 

 

 

第 10図 メンテナンス建物における管理区域 

[13]



25条-別紙 2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11図 第一使用済燃料貯蔵建物における管理区域（地下 2階、地下 1階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12図 第一使用済燃料貯蔵建物における管理区域（1階、2階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13図 第一使用済燃料貯蔵建物における管理区域（屋上階） 
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25条-別紙 2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14図 第二使用済燃料貯蔵建物における管理区域（地下 2階、地下 1階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15図 第二使用済燃料貯蔵建物における管理区域（1階、2階） 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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25条-別紙 2-17 

 

 

 

 

第 16図 第二使用済燃料貯蔵建物における管理区域（3階、屋上階） 
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25条-別紙 2-18 

 

 

 

 

 

第 17図 廃棄物処理建物における管理区域（地下 2階、地下 1階） 
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25条-別紙 2-19 

 

 

 

 

 

第 18図 廃棄物処理建物における管理区域（1階、2階） 
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25条-別紙 2-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19図 廃棄物処理建物における管理区域（3階） 
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25条-別紙 2-21 
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25条-別紙 2-別添 1-1 

別添 1 

炉上部ピットにおける立入禁止区域解除の根拠 

炉上部ピットは、原子炉停止 1時間後に立入禁止区域を解除するものとしている。当該設定は、遮

へい設計の要求事項に使用しており、例えば、炉心上部機構や制御棒駆動機構上部案内管部に係る設

計及び工事の方法の認可申請書（平成 24年 2月 17日付け 23原機（大速）005）では、以下を設計方

針としている。 

回転プラグ上の線量率は、原子炉停止 1時間後において、Ａ区域の遮へい設計基準である 20μSv/h

以下の 1/10を設計目標値とする。ただし、ストリーミングについては 20μSv/h以下を設計目標値と

する。 

炉上部ピットの線量率は、原子炉停止 1 時間後にＡ区域の遮へい設計基準である 20μSv/h を下回る

ため、原子炉停止 1時間後に立入禁止区域を解除することができる。 
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